
学長候補適任者の推薦について（公示） 

推 薦 要 領 

2025年７月７日 

国立大学法人総合研究大学院大学学長選考・監察会議 

国立大学法人総合研究大学院大学では、国立大学法人総合研究大学院大学学長選考要綱第

６条の規定に基づき、下記のとおり学長候補適任者の推薦を受け付けます。 

記 

１．選考の理由 

  現学長の任期が、2026年３月31日をもって満了となるため。 

２．選考基準 

別紙１「学長選考基準（学長に求められる資質・能力）」のとおり 

３．学長の任期 

  学長の任期は、６年(2026年４月１日～2032年３月31日)とする。（例外的に１回に限り 

再任可） 

４．選考日程 

  別紙２「学長候補者の選考手続日程について」のとおり 

５．受付期間 

2025年７月14日（月）～2025年９月１日（月）17時必着 

６．推薦者及び被推薦者 

  下記①～⑤に該当する者を推薦者とし、当該推薦者は、選考基準を満たす者を推薦する 

ことができます。ただし、推薦者⑤による推薦については、５人以上の推薦者を要するも 

のとします。 

なお、１人の学長候補適任者に限り推薦できるものとし、複数の者を推薦した場合に 

は、当該推薦は無効となります。 

① 学長選考・監察会議委員 ② 各基盤機関 ③ 専任研究院職員会

④ 専任事務局職員会 ⑤役員、担当教員、研究院職員及び事務局職員

７．提出書類（使用言語は日本語または英語） 

① 推薦理由書（６．①～④による推薦者及び⑤による推薦代表者：別紙様式１）

② 推薦理由書（６．⑤による推薦代表者以外の推薦者：別紙様式２）

※６．⑤による推薦に限り、５人以上の推薦者から各１通の推薦理由書を必要とし

ます。



※推薦代表者とそれ以外の推薦者とで提出様式が異なりますので、ご注意くださ

い。

③ 学長候補適任者略歴（別紙様式３）

④ 教育研究その他業務上の実績（別紙様式４）

⑤ 学長候補者となることへの承諾書（別紙様式５）

⑥ 被推薦者による今後の総研大運営についての抱負（様式自由：Ａ４判３ページ程度）

提出書類（本学所定様式）は、本学ＨＰ「学長選考・監察会議」からダウンロードで

きます。 

８．提出先及び照会先 

〒240-0193  神奈川県三浦郡葉山町 湘南国際村 

国立大学法人総合研究大学院大学総務課法規係 

電話：046-858-1548 

E-mail：houki1@ml.soken.ac.jp 

９．提出方法 

上記提出先に持参するか、郵送による場合は簡易書留とし、「国立大学法人総合研究大

学院大学学長候補適任者 推薦書類在中」と朱書してください。 

※厳封してご提出ください。

10．その他 

・推薦代表者からの推薦理由説明（任意）

2025年９月19日（金）10時～12時（都内会場）

・第１次学長候補適任者に対する面接日

2025年10月9日（木）10時～12時（都内会場）

【予備日】10月24日（金）13時～17時（都内会場）

※ 上記時間のうち1人あたり30分程度を予定しています。

・提出書類は返却しません。

・公募については、「学長候補適任者の公募について（公示）_公募要領」をご参照く

ださい。

◎国立大学法人総合研究大学院大学学長選考要綱 －抜粋－

（学長候補適任者の推薦） 

第６条 学長選考・監察会議の委員は、学長選考・監察会議に対し、学長候補となるべ

き適任者（以下「学長候補適任者」という。）をそれぞれ１人以内推薦するものとす

る。 

２ 前項の推薦によるもののほか、学長選考・監察会議は、総合研究大学院大学学則

（平成16年学則第１号）第１条に規定する基盤機関、専任の研究院職員で組織する会

及び専任の事務局職員で組織する会に対し、それぞれ１人以内の学長候補適任者の推

薦を求めるものとする。また、役員、担当教員、研究院職員及び事務局職員の５人以

上により、学長候補適任者を推薦することができるものとする。 

３ 前２項の規定により推薦する場合は、学長候補適任者の略歴、教育研究業績、推薦

理由、学長候補適任者の被推薦者となることへの承認の意志が確認可能な書面及び学

長選考・監察会議が別に定める選考資料を付さなければならない。 


